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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第94期

第２四半期
連結累計期間

第95期
第２四半期
連結累計期間

第94期

会計期間
自2017年４月１日
至2017年９月30日

自2018年４月１日
至2018年９月30日

自2017年４月１日
至2018年３月31日

収益
（百万円）

3,778,104 4,097,473 7,540,337

（第２四半期連結会計期間） (1,855,241) (1,928,170)  

税引前四半期利益又は

税引前利益
（百万円） 135,450 193,967 255,004

親会社の所有者に帰属する

四半期（当期）利益 （百万円）
104,591 151,976 211,259

（第２四半期連結会計期間） (50,829) (65,148)  

親会社の所有者に帰属する

四半期（当期）包括利益合計
（百万円） 147,920 280,449 145,671

親会社の所有者に帰属する

持分合計
（百万円） 1,799,950 2,019,077 1,771,475

資本合計 （百万円） 1,865,315 2,079,736 1,835,637

総資産額 （百万円） 6,866,555 6,989,588 6,877,117

基本的１株当たり

親会社の株主に帰属する

四半期（当期）利益
（円）

59.11 86.42 119.43

（第２四半期連結会計期間） (28.71) (36.96)  

希薄化後１株当たり

親会社の株主に帰属する

四半期（当期）利益

（円） 59.09 86.36 119.37

親会社所有者帰属持分比率 （％） 26.21 28.89 25.76

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 47,615 △2,720 253,423

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △101,472 △26,389 △49,742

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △81,311 △106,574 △269,507

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） 572,434 497,661 625,834

（注）１. 当社は、国際会計基準（以下「IFRS」という。）に準拠して連結財務諸表を作成しております。

２. 当社は、要約四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

３. 「基本的１株当たり親会社の株主に帰属する四半期（当期）利益」及び「希薄化後１株当たり親会社の株主

に帰属する四半期（当期）利益」に使用する四半期（当期）利益は、「親会社の所有者に帰属する四半期

（当期）利益」から当社普通株主に帰属しない金額を控除し算定しております。
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２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。

なお、第１四半期連結会計期間よりオペレーティング・セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４経

理の状況」における「１ 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表に対する注記４ セグメント情報」に記

載の通りであります。

　また、第１四半期連結会計期間において「食料」の主要な関係会社であった株式会社東武ストアについて、保有株

式を売却したことに伴い、当第２四半期連結会計期間より主要な関係会社から除いております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
 
（１）経営成績及び財政状態の状況

（単位：百万円）
 

 
当第２四半期
連結累計期間

前第２四半期
連結累計期間

増減

　収益 4,097,473 3,778,104 319,369

　売上総利益 366,208 312,633 53,575

　営業利益 98,831 52,725 46,106

　持分法による投資損益 75,037 71,350 3,687

　親会社の所有者に帰属する

　四半期利益
151,976 104,591 47,385

 

（注）「営業利益」は、投資家の便宜を考慮し、日本の会計慣行に従った自主的な表示であり、IFRSで求められて

           いる表示ではありません。「営業利益」は、要約四半期連結包括利益計算書における「売上総利益」及び

           「販売費及び一般管理費」（貸倒引当金繰入額を含む）の合計額として表示しております。

 

収益

　収益は、主に食料での増収により、前第２四半期連結累計期間比3,194億円（8.5％）増収の４兆975億円とな

りました。

 

売上総利益

　売上総利益は、前第２四半期連結累計期間比536億円（17.1％）増益の3,662億円となりました。オペレーティ

ング・セグメント別には、主にエネルギー・金属、素材で増益となりました。

 

営業利益

　営業利益は、前第２四半期連結累計期間比461億円（87.4％）増益の988億円となりました。

 

持分法による投資損益

　持分法による投資損益は、前第２四半期連結累計期間比37億円（5.2％）増益の750億円となりました。オペ

レーティング・セグメント別には、主に輸送機で増益となりました。

 

親会社の所有者に帰属する四半期利益

　親会社の所有者に帰属する四半期利益（以下、四半期利益）は、前第２四半期連結累計期間比474億円

（45.3％）増益の1,520億円となりました。

 

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末比1,125億円増加の６兆9,896億円となりま

した。また、資本合計は、前連結会計年度末比2,441億円増加の２兆797億円となりました。

　当第２四半期連結会計期間末の社債及び借入金（流動・非流動）の合計額から現金及び現金同等物並びに定期

預金を控除したネット有利子負債は、前連結会計年度末比1,596億円増加の２兆754億円となりました。この結

果、当第２四半期連結会計期間末のネットD/Eレシオは1.00倍となりました。
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当第２四半期連結累計期間のオペレーティング・セグメント別の業績は次の通りです。

 

・食料

　売上総利益は、穀物トレードにおける東南アジア市況低迷に伴う採算悪化等により、前第２四半期連結累計期

間比４億円（0.7％）減益の638億円となりました。四半期利益は、米国における金利率上昇に伴う支払利息の増

加、為替損益の悪化等により、前第２四半期連結累計期間比55億円（45.5％）減益の65億円となりました。

 

・生活産業

　売上総利益は、国内不動産の販売増加等により、前第２四半期連結累計期間比11億円（2.0％）増益の571億円

となりました。四半期利益は、持分法による投資損益の増益等もあり、前第２四半期連結累計期間比８億円

（9.8％）増益の91億円となりました。

 

・素材

　売上総利益は、市況上昇に伴うパルプ事業の増益及びHelenaにおける販売増加等により、前第２四半期連結累

計期間比210億円（21.7％）増益の1,174億円となりました。四半期利益は、前第２四半期連結累計期間比138億円

（82.3％）増益の305億円となりました。

 

・エネルギー・金属

　売上総利益は、石油・ガス開発事業における原油価格の上昇並びに取扱数量の増加、石油トレーディング事業

における採算改善等により、前第２四半期連結累計期間比268億円（143.3％）増益の455億円となりました。四半

期利益は、前第２四半期連結累計期間比130億円（61.8％）増益の339億円となりました。

 

・電力・プラント

　売上総利益は、海外プラント案件の増益等により、前第２四半期連結累計期間比76億円（40.3％）増益の266億

円となりました。加えて、国内発電事業の売却益計上等により、四半期利益は、前第２四半期連結累計期間比174

億円（70.7％）増益の420億円となりました。

 

・輸送機

　売上総利益は、自動車関連事業における連結子会社が持分法適用会社になったこと等により、前第２四半期連

結累計期間比21億円（3.4％）減益の605億円となりました。四半期利益は、国内発電事業の売却益計上及び自動

車、船舶関連事業における持分法による投資損益の増益等により、前第２四半期連結累計期間比62億円

（28.0％）増益の283億円となりました。

 

　　（注）１. 当連結会計年度より、「生活産業」を分割し、「食料」及び「生活産業」としております。また、「生

活産業」及び「電力・プラント」の一部を「輸送機」に編入しております。これらに伴い、前第２四半

期連結累計期間のオペレーティング・セグメント情報を組み替えて表示しております。

　　　　　２. セグメント間取引は、通常の市場価格により行われております。
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（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」の残高は、前連結会計年度末比1,282億円

（20.5％）減少の4,977億円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の通りであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業資金負担等の増加の影響により、27億円の支出となりました。前第２四半期連結累計期間比では503億円の

支出の増加であります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　事業や株式の売却収入があったものの、海外事業における資本的支出等により、264億円の支出となりました。

前第２四半期連結累計期間比では751億円の支出の減少であります。

 

　以上により、当第２四半期連結累計期間のフリーキャッシュ・フローは、291億円の支出となりました。前第２

四半期連結累計期間比では247億円の支出の減少であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　社債及び長期借入金等の返済、配当金の支払いを行った結果、1,066億円の支出となりました。前第２四半期連

結累計期間比では253億円の支出の増加であります。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

　特に記載すべき事項はありません。

 

（５）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当第２四半期連結累計期間の経済環境を概観しますと、米国をはじめとする先進国では概ね安定した拡大が続

き、中国などの新興国でも拡大の動きが続きました。この結果、世界経済は総じてみれば安定した成長となりまし

た。一方で、米国の政策をうけて通商摩擦や中東情勢の変化が生じ、世界経済全体に不透明感がみられました。こ

の間、原油をはじめとする商品市況は供給側の要因や米中を中心とした通商摩擦の影響をうけて商品ごとに異なる

値動きとなりました。

　米国経済は、堅調な雇用環境、税制改革の効果などを背景に景気の拡大が続きました。物価が緩やかに上昇する

なか、米国連邦準備制度理事会（FRB）は利上げと保有資産の縮小を継続しました。

　欧州経済は、総じて安定した成長が続きました。イタリアの財政を巡る混乱やBrexit交渉の難航により、不透明

感が強まる局面もみられましたが、欧州中央銀行（ECB）は量的緩和の終了にむけて買い入れ資産縮小の姿勢を維

持しました。

　新興国経済は、中国やインドといった国々で拡大の動きが継続しました。一方で、米国の利上げが続くなか、ト

ルコ、アルゼンチンなどの経常赤字や対外債務残高が大きい国を中心に資金流出による為替の急落が生じたほか、

米中の貿易戦争が激化するなど、経済の下押し要因もみられました。

　日本経済は、雇用の改善が続くなか、物価の上昇圧力は依然弱いものの、内需・外需ともに安定した成長が続き

ましたが、相次ぐ自然災害により一部で経済に下押し圧力がかかりました。

 

　このような経済環境のなか、当第２四半期連結累計期間の親会社の所有者に帰属する四半期利益は、前第２四半

期連結累計期間比474億円（45.3％）増益の1,520億円となりました。この結果、2018年度の連結業績予想における

親会社の所有者に帰属する当期利益2,300億円に対しての進捗率は、66.1％となりました。オペレーティング・セ

グメント別の業績については、「２　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の

「（１）経営成績及び財政状態の状況」に記載の通りであります。
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（６）資本の財源及び資金の流動性についての分析

①　財政状態

　財政状態については、「２　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の

「（１）経営成績及び財政状態の状況」に記載の通りであります。

 

②　資金調達

当社及び連結子会社の資金調達に関しては、資産構成に合わせた最適資金調達を基本方針とし、銀行をはじ

めとした金融機関からの間接調達と社債、コマーシャル・ペーパー等の直接調達により、安定的な流動性を確

保するとともに、金融費用の削減を目指しております。

また、主要な連結子会社の資金調達を当社及び国内外の金融子会社、海外現地法人からのグループファイナ

ンスに一元化する体制の下、資金余剰のあるグループ会社の余資を、他のグループ会社の資金需要に機動的に

活用し、当社グループ全体の資金効率化を推進しております。

なお、財務基盤の更なる強化を図るため、2016年８月16日に永久劣後特約付ローンによる2,500億円の資金

調達を実行しております。

 

直接調達手段として、国内公募普通社債発行登録枠2,000億円を設定しております。

当社はムーディーズ・ジャパン株式会社（Moody's）、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社

（S&P）、株式会社格付投資情報センター（R&I）、株式会社日本格付研究所（JCR）の４社から格付けを取得

しております。

当第２四半期連結会計期間末における長期格付けは、Moody'sがBaa2、S&PがBBB、R&IがA、JCRがA+となっ

ております。

 

③　流動性の状況

　連結ベースの流動比率は、前連結会計年度末の118.7％に対し、当第２四半期連結会計期間末は123.4％とな

り、流動性の点で当社の財務健全性を維持しております。また、当社及び連結子会社では、主として現預金及

びコミットメントラインの設定により、十分な流動性補完を確保しております。

　当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物並びに定期預金の残高は4,984億円となっております。

設定しているコミットメントラインは以下の通りです。

・　大手邦銀を主としたシンジケート団による3,000億円（長期）

・　欧米主要銀行を主としたシンジケート団による555百万米ドル（短期）

 

　上記に加えて、市場性のある有価証券等流動性の高い資産を保有しておりますので、当社及び連結子会社に

おける資金需要、並びに一年以内に償還予定社債等の市場性資金（当第２四半期連結会計期間末残高401億

円）に対する十分な流動性を確保しております。

 

（将来に関する記述等についてのご注意）

　本報告書に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が当四半期報告書提出日現在において入手して

いる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能

性があります。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 4,300,000,000

計 4,300,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
（2018年９月30日）

提出日現在発行数(株)
（2018年11月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 1,737,940,900 1,737,940,900

 東京証券取引所、

 名古屋証券取引所

 各市場第一部

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式

単元株式数は100株

計 1,737,940,900 1,737,940,900 ― ―

（注）「提出日現在発行数」欄には、2018年11月１日から当四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法

によるものであります。当該制度に基づき、当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りで

あります。

 

　2018年６月22日開催の取締役会決議に基づくストックオプション（株式報酬型ストックオプション）

決議年月日 2018年６月22日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役（社外取締役を除く）　６名

取締役を兼務しない当社執行役員　22名

新株予約権の数　※ 4,645個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容

及び数　※
普通株式　464,500株　（注）１

新株予約権の行使時の払込金額　※
新株予約権を行使することにより交付を受けることができる

株式１株当たり１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間　※
2018年７月10日から

2051年７月９日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額　※

発行価格１円

資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金

等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げる。

新株予約権の行使の条件　※ （注）２

新株予約権の譲渡に関する事項　※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議に

よる承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項　※
（注）３

　　　※　新株予約権の発行時（2018年７月９日）における内容を記載しております。

（注）１. 付与株式数の調整

　　　　　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以下

　　　　　「付与株式数」という）は100株とする。ただし、新株予約権の募集を決議する日（以下「決議日」という）

　　　　　以降、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき

　　　　　同じ）又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の

　　　　　端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率

　　　　　また、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要

　　　　　とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

　　　２. 新株予約権の行使の条件

　　　（１）　新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下「新株予約権者」という）は、新株予約権

　　　　　　　を割り当てる日（以下「割当日」という）の翌日から３年を経過する日又は当社の取締役及び執行役員の

　　　　　　　いずれの地位をも喪失した日の翌日のうちいずれか早い日以降、割当てを受けた新株予約権を行使するこ

　　　　　　　とができる。

　　　（２）　上記（１）にかかわらず、新株予約権者は、上記新株予約権の行使期間において、当社が消滅会社となる

　　　　　　　合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株

　　　　　　　主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合）には、当該承認

　　　　　　　日の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる（ただし、下記（注）３に従って新株予約権者に再編

　　　　　　　成対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において定めら

　　　　　　　れている場合を除く）。

　　　（３）　上記（１）は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

　　　（４）　新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

　　　（５）　新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10年間経過した場

　　　　　　　合、新株予約権を行使することができなくなるものとし、当該時点において未行使の新株予約権を放棄し

　　　　　　　たものとみなす。
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　　　３. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

　　　　　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会

　　　　　社となる場合に限る）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上

　　　　　を総称して以下「組織再編成行為」という）をする場合には、組織再編成行為の効力発生日（吸収合併につき

　　　　　吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割

　　　　　がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効

　　　　　力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存

　　　　　する新株予約権（以下「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、

　　　　　会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」という）の新株予約権

　　　　　をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、

　　　　　吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める

　　　　　ことを条件とする。

　　　（１）　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

　　　　　　　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

　　　（２）　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

　　　　　　　再編成対象会社の普通株式とする。

　　　（３）　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

　　　　　　　組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記（注）１に準じて決定する。

　　　（４）　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　　　　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編成後行使価額に

　　　　　　　上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる

　　　　　　　金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで

　　　　　　　きる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。

　　　（５）　新株予約権を行使することができる期間

　　　　　　　上記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株

　　　　　　　予約権の行使期間の満了日までとする。

　　　（６）　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　　　　　　上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

　　　（７）　譲渡による新株予約権の取得の制限

　　　　　　　譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

　　　（８）　新株予約権の取得条項

　　　　　　　下記（注）４に準じて決定する。

　　　（９）　その他の新株予約権の行使の条件

　　　　　　　上記（注）２に準じて決定する。
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　　　４. 新株予約権の取得条項

　　　　　以下の（１）、（２）、（３）、（４）又は（５）の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決

　　　　　議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で

　　　　　新株予約権を取得することができる。

　　　（１）　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

　　　（２）　当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

　　　（３）　当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

　　　（４）　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ

　　　　　　　いての定めを設ける定款の変更承認の議案

　　　（５）　新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を

　　　　　　　要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ

　　　　　　　いての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2018年７月１日～

2018年９月30日
― 1,737,940,900 ― 262,686 ― 91,073
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（５）【大株主の状況】

  2018年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町二丁目11番３号 95,628 5.51

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 84,157 4.85

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口９）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 42,768 2.46

明治安田生命保険相互会社

（常任代理人　資産管理サービス

信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内二丁目１番１号

（東京都中央区晴海一丁目８番12号

晴海アイランドトリトンスクエアオフィス

タワーＺ棟）

41,818 2.41

損害保険ジャパン日本興亜株式会

社
東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 40,000 2.30

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口５）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 32,606 1.88

株式会社みずほ銀行

（常任代理人　資産管理サービス

信託銀行株式会社）

東京都千代田区大手町一丁目５番５号

（東京都中央区晴海一丁目８番12号

晴海アイランドトリトンスクエアオフィス

タワーＺ棟）

30,000 1.73

ステート　ストリート　バンク　

ウェスト　クライアント　トリー

ティー　５０５２３４

（常任代理人　株式会社みずほ銀

行決済営業部）

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA

02171, U. S. A.

（東京都港区港南二丁目15番１号　品川イ

ンターシティＡ棟）

26,983 1.55

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口４）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 24,943 1.44

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 24,930 1.44

計 ― 443,836 25.57

　（注）１. 所有株式数は、千株未満を切り捨てして表示しております。

　　　　２. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式は、すべて信託業務の信託を受けている株式

　　　　　　となります。77,624千株は投資信託、7,187千株は年金信託であります。

　　　　３. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式は、すべて信託業務の信託を受けている

　　　　　　株式となります。38,233千株は投資信託、18,154千株は特定金銭信託、7,547千株は年金信託であります。

　　　　４. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

　　　　　　（信託口５）の所有株式は、すべて各社が特定金銭信託の信託を受けている株式であります。

　　　　５. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４）の所有株式は、すべて信託業務の信託を受けてい

　　　　　　る株式となります。8,974千株は年金信託であります。

EDINET提出書類

丸紅株式会社(E02498)

四半期報告書

12/41



　　　　６. 2018年９月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社みずほ銀行

　　　　　　及び共同保有者２名が2018年９月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、株式会

　　　　　　社みずほ銀行以外は当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、

　　　　　　上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次の通りであり

　　　　　　ます。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 30,000 1.73

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 2,000 0.12

アセットマネジメントOne株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 83,062 4.78

計 ― 115,062 6.62

　　　　７. 2018年10月１日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び共同

　　　　　　保有者３名が2018年９月24日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第

　　　　　　２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりま

　　　　　　せん。なお、その大量保有報告書の内容は次の通りであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 3,618 0.21

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 56,757 3.27

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目12番１号 9,637 0.55

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 18,160 1.04

計 ― 88,173 5.07
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 2018年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式

2,408,700

―
権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式
（相互保有株式）

普通株式

176,700

―

完全議決権株式（その他）
普通株式　（注）１

1,734,873,200
17,348,732 同上

単元未満株式
普通株式　（注）２

482,300
― 同上

発行済株式総数 1,737,940,900 ― ―

総株主の議決権 ― 17,348,732 ―

（注）１. 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が25,000株（議決権250個）含まれ

ております。

２. 「単元未満株式」の欄には、下記の通り１社所有の相互保有株式80株及び当社所有の自己株式８株が含まれ

ております。

丸住製紙株式会社

 

80 株

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

②【自己株式等】

 2018年９月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

丸紅株式会社

（自己保有株式）

東京都中央区日本橋

二丁目７番１号
2,408,700 ― 2,408,700 0.14

丸住製紙株式会社

（相互保有株式）

愛媛県四国中央市川之江町

826番地
136,700 ― 136,700 0.01

丸倉化成株式会社

（相互保有株式）

大阪府羽曳野市川向

2060番地の１
40,000 ― 40,000 0.00

計 ― 2,585,400 ― 2,585,400 0.15

（注）　株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権10個）ありま

す。なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」に含まれております。

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において、役員（取締役・監査役）の異動はあ

りません。
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第４【経理の状況】

１．要約四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の要約四半期連結財務諸表は、国際会計基準第34号「期中財務報告」（以下「IAS第34号」という。）に準

拠して作成しております。当社は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号）第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たしているため、同第93条の

規定を適用しております。

　なお、金額の表示は、百万円未満を四捨五入して記載しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2018年７月１日から2018

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）に係る要約四半期連結

財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、EY新日本有限責任監査法人は、2018年７月１日をもって新日本有限責任監査法人から名称変更しておりま

す。
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１【要約四半期連結財務諸表】

（１）【要約四半期連結財政状態計算書】

  
前連結会計年度末

（2018年３月31日現在）
当第２四半期連結会計期間末
（2018年９月30日現在）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

資産の部    

流動資産    

現金及び現金同等物 11 625,834 497,661

定期預金 11 1,046 782

有価証券 11 0 124

営業債権及び貸付金 11 1,315,336 1,418,679

その他の金融資産 11 213,941 218,384

棚卸資産  835,021 793,089

売却目的保有資産  61,452 97,852

その他の流動資産  226,141 220,389

流動資産合計  3,278,771 3,246,960

非流動資産    

持分法で会計処理される投資  1,764,169 1,843,779

その他の投資 11 322,628 337,758

長期営業債権及び長期貸付金 11 138,715 138,059

その他の非流動金融資産 11 72,492 88,970

有形固定資産  905,479 927,905

無形資産  293,583 302,502

繰延税金資産  45,233 45,886

その他の非流動資産  56,047 57,769

非流動資産合計  3,598,346 3,742,628

資産合計 ４ 6,877,117 6,989,588
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前連結会計年度末

（2018年３月31日現在）
当第２四半期連結会計期間末
（2018年９月30日現在）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

負債及び資本の部    

流動負債    

社債及び借入金 ５,11 611,756 675,201

営業債務 11 1,374,022 1,229,322

その他の金融負債 11 370,103 375,062

未払法人所得税  17,858 16,092

その他の流動負債  387,975 336,033

流動負債合計  2,761,714 2,631,710

非流動負債    

社債及び借入金 ５,11 1,930,948 1,898,683

長期営業債務 11 16,713 14,499

その他の非流動金融負債 11 66,316 74,279

退職給付に係る負債  79,099 79,491

繰延税金負債  95,944 118,875

その他の非流動負債  90,746 92,315

非流動負債合計  2,279,766 2,278,142

負債合計  5,041,480 4,909,852

資本    

資本金  262,686 262,686

資本剰余金  135,295 137,809

その他資本性金融商品  243,589 243,589

自己株式  △1,379 △1,380

利益剰余金 ６ 1,014,709 1,131,279

その他の資本の構成要素    

その他の包括利益にて公正価値測定
される金融資産の評価差額

７,11 82,596 103,541

在外営業活動体の換算差額 ７,11 76,253 172,435

キャッシュ・フロー・ヘッジの評価差額 ７ △42,274 △30,882

親会社の所有者に帰属する持分合計  1,771,475 2,019,077

非支配持分  64,162 60,659

資本合計  1,835,637 2,079,736

負債及び資本合計  6,877,117 6,989,588

「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照
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（２）【要約四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  
前第２四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

収益    

商品の販売等に係る収益 ４,８ 3,699,401 3,997,258

サービスに係る手数料等 ４,８,11 78,703 100,215

　　収益合計 ４,８ 3,778,104 4,097,473

商品の販売等に係る原価 11 △3,465,471 △3,731,265

売上総利益 ４ 312,633 366,208

    

その他の収益・費用    

販売費及び一般管理費  △259,908 △267,377

固定資産損益    

固定資産評価損  △7 △201

固定資産売却損益  1,926 47

その他の損益 ９,11 6,060 10,642

　　その他の収益・費用合計  △251,929 △256,889

    

金融損益    

受取利息  7,286 8,020

支払利息  △16,437 △22,199

受取配当金  9,412 17,636

有価証券損益 11 3,135 6,154

　　金融損益合計  3,396 9,611

    

持分法による投資損益 ４ 71,350 75,037

税引前四半期利益  135,450 193,967

    

法人所得税  △28,142 △37,790

四半期利益  107,308 156,177

    

四半期利益の帰属：    

親会社の所有者 ４ 104,591 151,976

非支配持分  2,717 4,201
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前第２四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

その他の包括利益    

四半期利益に組み替えられない項目    

その他の包括利益にて公正価値測定
される金融資産の評価差額

７,11 11,726 19,354

確定給付制度に係る再測定 ７ 4,703 1,701

持分法適用会社におけるその他の
包括利益増減額

 2,899 △339

四半期利益に組み替えられる項目    

在外営業活動体の換算差額 ７,11 22,079 93,875

キャッシュ・フロー・ヘッジの評価差額 ７ 1,216 1,843

持分法適用会社におけるその他の
包括利益増減額

 2,011 13,156

税引後その他の包括利益合計  44,634 129,590

四半期包括利益合計  151,942 285,767

    

四半期包括利益合計の帰属：    

親会社の所有者  147,920 280,449

非支配持分  4,022 5,318

 

 

  
前第２四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年９月30日）

区分
注記
番号

金額 金額

基本的１株当たり親会社の株主に
帰属する四半期利益

10 59.11円 86.42円

希薄化後１株当たり親会社の株主に
帰属する四半期利益

10 59.09円 86.36円

「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照
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【第２四半期連結会計期間】

  
前第２四半期連結会計期間
（自　2017年７月１日
至　2017年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　2018年７月１日
至　2018年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

収益    

商品の販売等に係る収益 ４,８ 1,814,964 1,873,405

サービスに係る手数料等 ４,８,11 40,277 54,765

　　収益合計 ４,８ 1,855,241 1,928,170

商品の販売等に係る原価 11 △1,701,907 △1,756,142

売上総利益 ４ 153,334 172,028

    

その他の収益・費用    

販売費及び一般管理費  △131,683 △132,654

固定資産損益    

固定資産評価損  △7 △201

固定資産売却損益  △96 △27

その他の損益 ９,11 2,005 557

　　その他の収益・費用合計  △129,781 △132,325

    

金融損益    

受取利息  3,674 3,701

支払利息  △8,565 △11,473

受取配当金  3,545 11,304

有価証券損益 11 2,629 1,828

　　金融損益合計  1,283 5,360

    

持分法による投資損益 ４ 41,222 37,796

税引前四半期利益  66,058 82,859

    

法人所得税  △13,479 △15,648

四半期利益  52,579 67,211

    

四半期利益の帰属：    

親会社の所有者 ４ 50,829 65,148

非支配持分  1,750 2,063
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前第２四半期連結会計期間
（自　2017年７月１日
至　2017年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　2018年７月１日
至　2018年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

その他の包括利益    

四半期利益に組み替えられない項目    

その他の包括利益にて公正価値測定
される金融資産の評価差額

７,11 6,204 2,030

確定給付制度に係る再測定 ７ 2,127 1,513

持分法適用会社におけるその他の
包括利益増減額

 2,208 423

四半期利益に組み替えられる項目    

在外営業活動体の換算差額 ７,11 20,775 47,458

キャッシュ・フロー・ヘッジの評価差額 ７ △283 2,287

持分法適用会社におけるその他の
包括利益増減額

 2,144 3,548

税引後その他の包括利益合計  33,175 57,259

四半期包括利益合計  85,754 124,470

    

四半期包括利益合計の帰属：    

親会社の所有者  83,418 121,914

非支配持分  2,336 2,556

 

 

  
前第２四半期連結会計期間
（自　2017年７月１日
至　2017年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　2018年７月１日
至　2018年９月30日）

区分
注記
番号

金額 金額

基本的１株当たり親会社の株主に
帰属する四半期利益

10 28.71円 36.96円

希薄化後１株当たり親会社の株主に
帰属する四半期利益

10 28.70円 36.93円

「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照
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（３）【要約四半期連結持分変動計算書】

  
前第２四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

資本金－普通株式    

期首残高  262,686 262,686

期末残高  262,686 262,686

    

資本剰余金    

期首残高  142,881 135,295

非支配持分との資本取引及びその他  △5,933 2,514

期末残高  136,948 137,809

    

その他資本性金融商品    

期首残高  243,589 243,589

期末残高  243,589 243,589

    

自己株式    

期首残高  △1,374 △1,379

自己株式の取得及び売却  △0 △1

期末残高  △1,374 △1,380

    

利益剰余金    

期首残高  856,647 1,014,709

新会計基準適用による累積的影響額 ３ － △1,117

四半期利益（親会社の所有者） ４ 104,591 151,976

その他の資本の構成要素からの振替 ７ 4,451 △212

親会社の株主に対する支払配当 ６ △23,430 △32,107

その他資本性金融商品の所有者に対する分配  △2,008 △1,970

期末残高  940,251 1,131,279

    

その他の資本の構成要素    

期首残高  179,294 116,575

その他の包括利益にて公正価値測定
される金融資産の評価差額

７,11 14,564 18,797

在外営業活動体の換算差額 ７,11 22,375 96,182

キャッシュ・フロー・ヘッジの評価差額 ７ 1,768 11,558

確定給付制度に係る再測定 ７ 4,622 1,936

利益剰余金への振替 ７ △4,451 212

非金融資産等への振替 ７ △322 △166

期末残高  217,850 245,094

    

親会社の所有者に帰属する持分合計  1,799,950 2,019,077
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前第２四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

非支配持分    

期首残高  59,035 64,162

非支配持分に対する支払配当  △3,280 △5,942

非支配持分との資本取引及びその他  5,588 △2,879

四半期利益（非支配持分）  2,717 4,201

その他の資本の構成要素    

その他の包括利益にて公正価値測定
される金融資産の評価差額

 119 △13

在外営業活動体の換算差額  1,142 1,133

キャッシュ・フロー・ヘッジの評価差額  21 1

確定給付制度に係る再測定  23 △4

期末残高  65,365 60,659

資本合計  1,865,315 2,079,736

    

 

  
前第２四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

四半期包括利益合計の帰属：    

親会社の所有者  147,920 280,449

非支配持分  4,022 5,318

四半期包括利益合計  151,942 285,767

「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照
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（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前第２四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日

　　至　2017年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日

　　至　2018年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー    

四半期利益  107,308 156,177

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整    

減価償却費等  59,400 55,009

固定資産損益  △1,919 154

金融損益  △3,396 △9,611

持分法による投資損益  △71,350 △75,037

法人所得税  28,142 37,790

営業債権の増減  3,222 △45,265

棚卸資産の増減  54,014 78,540

営業債務の増減  △71,196 △177,232

その他－純額  △93,833 △58,910

利息の受取額  5,470 5,037

利息の支払額  △16,469 △19,749

配当金の受取額  65,027 71,911

法人所得税の支払額  △16,805 △21,534

営業活動によるキャッシュ・フロー  47,615 △2,720

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の純増減額  △1 273

有形固定資産の売却による収入  5,211 1,297

投資不動産の売却による収入  150 292

貸付金の回収による収入  9,992 8,847

子会社の売却による収入
(処分した現金及び現金同等物控除後)

 8,968 211

持分法で会計処理される投資及び
その他の投資等の売却による収入

 18,916 53,749

有形固定資産の取得による支出  △64,957 △39,076

投資不動産の取得による支出  △374 △29

貸付による支出  △21,382 △22,645

子会社の取得による支出
(取得した現金及び現金同等物控除後)

 △22,179 △125

持分法で会計処理される投資及び
その他の投資等の取得による支出

 △35,816 △29,183

投資活動によるキャッシュ・フロー  △101,472 △26,389
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前第２四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日

　　至　2017年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日

　　至　2018年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金等の純増減額  136,049 45,066

社債及び長期借入金等による調達  82,995 133,096

社債及び長期借入金等の返済  △271,404 △240,879

親会社の株主に対する配当金の支払額 ６ △23,430 △32,107

自己株式の取得及び売却  △7 △5

非支配持分からの払込による収入  － 2

非支配持分からの子会社持分取得による支出  △218 △3,837

その他資本性金融商品の所有者に対する
分配の支払額

 △2,008 △1,970

その他  △3,288 △5,940

財務活動によるキャッシュ・フロー  △81,311 △106,574

 為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える
 影響

 2,630 7,510

現金及び現金同等物の純増減額  △132,538 △128,173

現金及び現金同等物の期首残高  704,972 625,834

現金及び現金同等物の四半期末残高  572,434 497,661

「要約四半期連結財務諸表に対する注記」参照
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要約四半期連結財務諸表に対する注記
 
１　報告企業の事業内容

　丸紅株式会社（以下「当社」という。）は日本国にある株式会社であります。当社及び当社が直接・間接に議決権

の過半数を所有する等により支配を有している国内外の連結子会社（以上を合わせて「当社及び連結子会社」とい

う。）は、国内外のネットワークを通じて、食料、生活産業、素材、エネルギー・金属、電力・プラント、輸送機、

その他の広範な分野において、輸出入（外国間取引を含む）及び国内取引の他、各種サービス業務、内外事業投資や

資源開発等の事業活動を多角的に展開しております。

 

２　要約四半期連結財務諸表の基本事項

　当社の要約四半期連結財務諸表は、IAS第34号に準拠して作成しており、2018年３月31日に終了した連結会計年度

の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。当社は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法

に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満た

しているため、同第93条の規定を適用しております。

　要約四半期連結財務諸表は日本円で表示されており、百万円未満を四捨五入しております。

 

見積り及び判断の利用

　要約四半期連結財務諸表の作成にあたっては、報告期間の期末日における資産・負債の計上、偶発資産・偶発負債

の開示及び期中の収益・費用の計上を行うため、必要に応じて会計上の見積り及び仮定を用いております。この会計

上の見積り及び仮定は、その性質上不確実であり、実際の結果と異なる可能性があります。本要約四半期連結財務諸

表に重要な影響を与える会計上の見積り及び仮定並びに判断は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様でありま

す。

 

３　重要な会計方針

　本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表

において適用した会計方針と同一であります。

 

新たに適用する基準書及び解釈指針

　当社及び連結子会社は、第１四半期連結会計期間より以下の基準を適用しております。

 

基準書及び解釈指針 概要

 IFRS第９号「金融商品」（2014年７月改訂）  減損会計、金融資産の分類及び測定に関する改訂

 IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」  収益認識に関する会計処理及び開示

 

　上記の基準書及び解釈指針の適用による本要約四半期連結財務諸表への重要な影響はありません。なお、上記の基

準書及び解釈指針の適用による累積的影響額は、適用開始日の利益剰余金の調整として会計処理しております。

 

　上記の基準書及び解釈指針に関する重要な会計方針は以下の通りであります。

 

　IFRS第９号「金融商品」（2014年７月改訂）

　・金融資産の分類及び測定

　当社及び連結子会社は、以下の双方の条件が満たされる負債性金融資産について、その他の包括利益を通じて

公正価値で測定しております（当該負債性金融資産を、以下「FVTOCIの負債性金融資産」という。）。

・ビジネスモデル上の保有目的が契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方である場合

・契約条件がある特定の日に元本及び元本残高に対する利息の支払いのみのキャッシュ・フローを生じさせる

ものである場合

　これらの条件を満たす負債性金融資産は、当初認識後、公正価値で測定され、公正価値の変動はその他の包括

利益として認識し、その累計額はその他の資本の構成要素において認識しております。ただし、FVTOCIの負債性

金融資産からの利息については、連結包括利益計算書において金融損益として認識しております。また、FVTOCI

の負債性金融資産の認識を中止した場合は、その他の包括利益の累計額を純損益に振り替えております。
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　当社及び連結子会社は、上記のその他の包括利益を通じた公正価値測定の条件を満たす負債性金融資産に対

し、純損益を通じて公正価値で測定される負債性金融資産（以下「FVTPLの負債性金融資産」という。）として

指定することにより、その他の包括利益を通じて公正価値で測定した場合に生じる会計上のミスマッチが解消又

は著しく減少する場合には、当初認識時にFVTPLの負債性金融資産として指定する取消不能の選択をする場合が

あります。

 

・減損会計

　当社及び連結子会社は、償却原価で測定される負債性金融資産及びFVTOCIの負債性金融資産等については予想

信用損失に対する減損損失を認識しております。

　各報告期間の期末日において、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合は、貸

倒引当金を各報告期間の期末日後12ヵ月以内に生じ得る債務不履行事象から生じる予想信用損失に等しい金額で

測定しております。一方、各報告期間の期末日において、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増

大している場合は、貸倒引当金を当該金融商品の予想存続期間にわたる全ての生じ得る債務不履行事象から生じ

る予想信用損失（以下「全期間の予想信用損失」という。）に等しい金額で測定しております。ただし、営業債

権等については、貸倒引当金を常に全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております。

 

IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」

　当社及び連結子会社は、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除き、次の５ステップアプ

ローチに基づき、顧客に移転する財やサービスと交換に権利を得ることとなる対価を回収する可能性が高い場合

に収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時点で（又は充足するにつれて）収益を認識する。

 

組替

　要約四半期連結財務諸表及び要約四半期連結財務諸表に対する注記の表示方法を変更した場合には、比較情報を組

替表示しております。
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４　セグメント情報

【オペレーティング・セグメント情報】

　当社及び連結子会社は、業績評価及び資源配分の意思決定のためのセグメント（オペレーティング・セグメント）

として、商品及びサービスの特性に応じて区分したセグメントを採用しております。各セグメントは、種々の産業に

関連して、国内及び海外において、原材料、生産財を含む広範囲な工業製品、消費財の購入、販売、市場開拓等を

行っており、これらの営業活動は、金融、保険、その他の役務提供を伴っております。当社はこれらの事業を、オペ

レーティング・セグメントとして６の商品別セグメントに分類しております。

 

　前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間におけるオペレーティング・セグメント情報は、次の通

りであります。

 

前第２四半期連結累計期間

 
食料

（百万円）
生活産業
（百万円）

素材
（百万円）

エネルギー・金属
（百万円）

収益     

商品の販売等に係る収益 1,898,949 154,941 1,008,903 319,048

サービスに係る手数料等 2,204 33,404 15,849 8,704

合計 1,901,153 188,345 1,024,752 327,752

売上総利益 64,250 56,018 96,443 18,716

持分法による投資損益 4,063 1,697 985 20,425

親会社の所有者に帰属する

四半期利益
11,970 8,277 16,726 20,969

セグメントに対応する資産

(前連結会計年度末)
1,437,817 451,816 1,180,020 1,613,397

 

 
電力・プラント
（百万円）

輸送機
（百万円）

その他
（百万円）

連結
（百万円）

収益     

商品の販売等に係る収益 93,085 228,455 △3,980 3,699,401

サービスに係る手数料等 6,494 12,860 △812 78,703

合計 99,579 241,315 △4,792 3,778,104

売上総利益 18,978 62,615 △4,387 312,633

持分法による投資損益 30,781 12,911 488 71,350

親会社の所有者に帰属する

四半期利益
24,616 22,095 △62 104,591

セグメントに対応する資産

(前連結会計年度末)
1,111,024 784,248 298,795 6,877,117
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当第２四半期連結累計期間

 
食料

（百万円）
生活産業
（百万円）

素材
（百万円）

エネルギー・金属
（百万円）

収益     

商品の販売等に係る収益 2,201,064 162,166 940,886 390,938

サービスに係る手数料等 2,180 35,385 20,703 16,740

合計 2,203,244 197,551 961,589 407,678

売上総利益 63,804 57,130 117,412 45,531

持分法による投資損益 3,742 3,164 3,268 17,735

親会社の所有者に帰属する

四半期利益
6,518 9,088 30,497 33,921

セグメントに対応する資産 1,459,752 439,485 1,149,867 1,721,344

 

 
電力・プラント
（百万円）

輸送機
（百万円）

その他
（百万円）

連結
（百万円）

収益     

商品の販売等に係る収益 106,159 200,377 △4,332 3,997,258

サービスに係る手数料等 10,837 13,338 1,032 100,215

合計 116,996 213,715 △3,300 4,097,473

売上総利益 26,620 60,478 △4,767 366,208

持分法による投資損益 29,065 17,805 258 75,037

親会社の所有者に帰属する

四半期利益
42,029 28,275 1,648 151,976

セグメントに対応する資産 1,225,963 818,532 174,645 6,989,588

 

（注）１. 当連結会計年度より、「生活産業」を分割し、「食料」及び「生活産業」としております。また、「生活産

業」及び「電力・プラント」の一部を「輸送機」に編入しております。

２. 当連結会計年度より、従来の表示方法を変更し、収益を「商品の販売等に係る収益」及び「サービスに係る

手数料等」に分解しております。なお、セグメント間収益に金額的重要性はないため記載を省略しておりま

す。

３. 上記に伴い、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度末のオペレーティング・セグメント情報を組み

替えて表示しております。

４. セグメント間取引は、通常の市場価格により行われております。

５. 「その他」には、特定のオペレーティング・セグメントに配賦されない本部経費等の損益、セグメント間の

内部取引消去、全社目的のために保有され特定のオペレーティング・セグメントに配賦されない資金調達に

関連した現金及び現金同等物等の資産が含まれております。

 

５　社債

 前第２四半期連結累計期間において59,442百万円の社債を償還しております。

 前第２四半期連結累計期間において10,000百万円の社債を発行しております。

 

 当第２四半期連結累計期間において20,000百万円の社債を償還しております。

 当第２四半期連結累計期間において53,540百万円の社債を発行しております。
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６　配当

　前第２四半期連結累計期間において、普通株式に関する期末配当として１株当たり13円50銭（総額23,430百万円）

を支払っております。

　当第２四半期連結累計期間において、普通株式に関する期末配当として１株当たり18円50銭（総額32,107百万円）

を支払っております。

　なお、当連結会計年度における中間配当（普通株式１株当たり17円、総額29,504百万円）に関する取締役会決議日

は2018年11月２日、基準日は2018年９月30日、効力発生日は2018年12月３日であります。

 

７　その他の資本の構成要素

　その他の資本の構成要素の各項目の増減は次の通りであります。

 

前第２四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年９月30日）

（百万円）

当第２四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年９月30日）

（百万円）

その他の包括利益にて公正価値測定される金融資産

の評価差額
  

期首残高 54,606 82,596

期中増減 14,564 18,797

利益剰余金への振替 171 2,148

期末残高 69,341 103,541

在外営業活動体の換算差額   

期首残高 165,310 76,253

期中増減 22,375 96,182

期末残高 187,685 172,435

キャッシュ・フロー・ヘッジの評価差額   

期首残高 △40,622 △42,274

期中増減 1,768 11,558

非金融資産等への振替 △322 △166

期末残高 △39,176 △30,882

確定給付制度に係る再測定   

期首残高 － －

期中増減 4,622 1,936

利益剰余金への振替 △4,622 △1,936

期末残高 － －

その他の資本の構成要素   

期首残高 179,294 116,575

期中増減 43,329 128,473

利益剰余金への振替 △4,451 212

非金融資産等への振替 △322 △166

期末残高 217,850 245,094
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８　収益

　当社及び連結子会社の関与する取引には、財又はサービスを顧客に提供する契約あるいは金銭授受の当事者として

行う仕切取引や、買手と売手との間で直接取引代金の決済が行われ、当社及び連結子会社が買手と売手いずれか一

方、もしくは両方から手数料を受け取る代行取引等、種々の形態があります。

　当社及び連結子会社は、それらの取引から生じる収益を顧客との契約に基づき、「商品の販売等に係る収益」、

「サービスに係る手数料等」に区分して表示しており、財又はサービスを顧客に移転する前に支配している場合には

本人取引として「商品の販売等に係る収益」に含め、そうでない場合には取引により得られた対価の総額から第三者

に対する支払額を差し引いた純額のみを、代理人取引として「サービスに係る手数料等」に含めております。

　収益の分解については、「１ 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表に対する注記４ セグメント情

報」をご参照願います。

 

商品の販売等に係る収益

　商品の販売においては、当社及び連結子会社が出荷を手配する場合、船荷証券・倉庫証券・貨物引換証・荷渡指示

書等を買主に引渡した時等、契約上の受渡条件が履行された時点、またはその他検収が完了し、履行すべき義務がほ

ぼなくなり、顧客の受取が確実となった時点をもって収益を認識しております。商品の販売契約の大半の取引におい

て、履行義務は一時点で充足されます。変動対価や買戻し義務を含む収益の額に金額的重要性はありません。

　なお、顧客の資産を創出または増価させる工事契約については、工事の進捗度を測定することにより、複数の会計

期間にわたり収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想され

る工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。進捗度を合理的に測定することができない場合は、発生

したコストの範囲でのみ収益を認識しております。工事契約に係る収益に金額的重要性はないため、「商品の販売等

に係る収益」に含めて表示しております。

　また、一部の商品取引等においてIFRS第９号「金融商品」に従って認識した収益についても、「商品の販売等に係

る収益」に含めて表示しております。

 

サービスに係る手数料等

　サービスに係る手数料等は、主に代理人取引としての手数料であり、契約及び関連する法令・判例・取引慣行等に

基づいて、顧客から対価の支払を受ける権利を得たと判断される役務提供完了時に収益を認識しております。

 

９　その他の損益

　当第２四半期連結累計期間において、国内における一部の発電事業を売却したことに伴い、13,593百万円の利益を

認識しております。当該利益は、要約四半期連結包括利益計算書上、「その他の損益」に含まれております。
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10　１株当たり四半期利益

　基本的及び希薄化後１株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益の計算は次の通りであります。

項目
前第２四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年９月30日）

 分子項目（百万円）

  親会社の所有者に帰属する四半期利益

    基本的１株当たり親会社の株主に帰属する

    四半期利益の計算に使用する利益調整額

      親会社の株主に帰属しない金額

  基本的１株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益の

  計算に使用する四半期利益

    希薄化後１株当たり親会社の株主に帰属する

    四半期利益の計算に使用する利益調整額

      新株予約権に係る調整

  希薄化後１株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益の

  計算に使用する四半期利益

 

104,591

 

 

2,020

 

102,571

 

 

△0

 

102,571

 

151,976

 

 

2,002

 

149,974

 

 

△1

 

149,973

 分母項目（株）

  基本的１株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益の

  計算に使用する普通株式の加重平均株式数

    希薄化効果の影響

      新株予約権に係る調整

  希薄化後１株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益の

  計算に使用する普通株式の加重平均株式数

 

 

1,735,358,911

 

607,973

 

1,735,966,883

 

 

1,735,355,523

 

1,299,951

 

1,736,655,474

 １株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益（円）

  基本的

  希薄化後

 

59.11

59.09

 

86.42

86.36

 

項目
前第２四半期連結会計期間
（自　2017年７月１日
至　2017年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　2018年７月１日
至　2018年９月30日）

 分子項目（百万円）

  親会社の所有者に帰属する四半期利益

    基本的１株当たり親会社の株主に帰属する

    四半期利益の計算に使用する利益調整額

      親会社の株主に帰属しない金額

  基本的１株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益の

  計算に使用する四半期利益

    希薄化後１株当たり親会社の株主に帰属する

    四半期利益の計算に使用する利益調整額

      新株予約権に係る調整

  希薄化後１株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益の

  計算に使用する四半期利益

 

50,829

 

 

1,011

 

49,818

 

 

△0

 

49,818

 

65,148

 

 

1,012

 

64,136

 

 

△1

 

64,135

 分母項目（株）

  基本的１株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益の

  計算に使用する普通株式の加重平均株式数

    希薄化効果の影響

      新株予約権に係る調整

  希薄化後１株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益の

  計算に使用する普通株式の加重平均株式数

 

 

1,735,361,180

 

729,263

 

1,736,090,443

 

 

1,735,355,011

 

1,420,507

 

1,736,775,518

 １株当たり親会社の株主に帰属する四半期利益（円）

  基本的

  希薄化後

 

28.71

28.70

 

36.96

36.93
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11　金融商品の公正価値

　①　現金及び現金同等物、定期預金

　現金及び現金同等物、定期預金は償却原価にて測定しており、その要約四半期連結財政状態計算書上の帳簿価額は

満期までの期間が短期であるため概ね公正価値であります。

 

　②　営業債権及び貸付金

　営業債権及び貸付金の帳簿価額の内訳は次の通りであります。

 
前連結会計年度末

（2018年３月31日現在）
（百万円）

当第２四半期連結会計期間末
（2018年９月30日現在）

（百万円）

受取手形 70,425 65,907

売掛金 1,312,735 1,403,431

貸付金 120,283 142,573

貸倒引当金 △49,392 △55,173

合計 1,454,051 1,556,738

前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末におけるFVTPLの営業債権及び貸付金はそれぞれ、49,974百万

円及び40,047百万円であり、FVTPLを除く営業債権及び貸付金は償却原価にて測定しております。

前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末における償却原価にて測定する営業債権及び貸付金の公正価値

はそれぞれ、1,404,106百万円及び1,516,454百万円であります。

 

　③　有価証券及びその他の投資

　有価証券及びその他の投資の帳簿価額の内訳は次の通りであります。

 
前連結会計年度末

（2018年３月31日現在）
（百万円）

当第２四半期連結会計期間末
（2018年９月30日現在）

（百万円）

有価証券   

　償却原価で測定される負債性金融資産 0 124

合計 0 124

その他の投資   

　FVTPLの金融資産(資本性及び負債性) 4,601 4,869

　FVTOCIの資本性金融資産 315,091 329,931

　償却原価で測定される負債性金融資産 2,936 2,958

合計 322,628 337,758

前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末における償却原価にて測定される有価証券及びその他の投資の

帳簿価額は概ね公正価値であります。
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　④　営業債務

　営業債務の帳簿価額の内訳は次の通りであります。

 
前連結会計年度末

（2018年３月31日現在）
（百万円）

当第２四半期連結会計期間末
（2018年９月30日現在）

（百万円）

支払手形 307,604 245,828

買掛金 1,083,131 997,993

合計 1,390,735 1,243,821

　営業債務は償却原価にて測定しております。

　前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末における営業債務の帳簿価額は概ね公正価値であります。

 

　⑤　社債及び借入金

　社債及び借入金の帳簿価額の内訳は次の通りであります。

 
前連結会計年度末

（2018年３月31日現在）
（百万円）

当第２四半期連結会計期間末
（2018年９月30日現在）

（百万円）

社債 325,364 359,182

借入金 2,217,340 2,214,702

合計 2,542,704 2,573,884

　社債及び借入金は償却原価にて測定しております。

　前連結会計年度末における社債及び借入金の公正価値は2,542,717百万円であります。当第２四半期連結会計期間

末における社債及び借入金の帳簿価額は概ね公正価値であります。

 

　⑥　その他の金融資産及びその他の金融負債

その他の金融資産及びその他の金融負債は、デリバティブ資産及びデリバティブ負債並びに非デリバティブ資産及

び非デリバティブ負債により構成されております。

　デリバティブ資産及びデリバティブ負債の要約四半期連結財政状態計算書上の帳簿価額は公正価値であります。

非デリバティブ資産は主に取引先に対するその他の債権で構成されており、FVTPLの金融資産を除いて償却原価に

て測定しております。

非デリバティブ負債は主に取引先に対するその他の債務、認識の中止の要件を満たさずに譲渡した営業債権及び貸

付金の対価に係る債務で構成されており、償却原価にて測定しております。

償却原価で測定されている非デリバティブ資産及び非デリバティブ負債の要約四半期連結財政状態計算書上の帳簿

価額は概ね公正価値であります。
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　⑦　公正価値の測定

当社及び連結子会社は、特定の資産及び負債を公正価値で測定しております。公正価値の測定のために使われるイ

ンプットは、市場における観察可能性に応じて以下の３つのレベルに区分されております。

 

　レベル１：測定日において当社及び連結子会社がアクセス可能な、同一の資産又は負債に関する活発な市場におけ

る（無調整の）相場価格

　レベル２：レベル１に含まれる相場価格以外の、直接又は間接的に観察可能な、資産又は負債に関するインプット

　レベル３：資産又は負債に関する観察不能なインプット

 

　　前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末現在において、当社及び連結子会社が経常的に公正価値で測定

している資産及び負債は次の通りであります。

 

 

　前連結会計年度末
　（2018年３月31日現在）

　当第２四半期連結会計期間末
　（2018年９月30日現在）

レベル１
（百万円）

レベル２
（百万円）

レベル３
（百万円）

合計
（百万円）

レベル１
（百万円）

レベル２
（百万円）

レベル３
（百万円）

合計
（百万円）

資産

純損益を通じて公正価値測

定された非デリバティブ金

融資産

　営業債権及び貸付金

　その他の投資（資本性）

　その他の投資（負債性）

　その他の金融資産

 

その他の包括利益を通じて

公正価値測定された非デリ

バティブ金融資産

　その他の投資（資本性）

 

デリバティブ取引

　金利取引

　為替取引

　商品取引

　その他

 

 

－

－

－

－

 

 

174,230

 

 

－

－

1,779

－

 

 

49,974

－

－

－

 

 

－

 

 

22,872

8,080

65,438

－

 

 

－

10

4,591

13,152

 

 

140,861

 

 

－

－

1,470

1,265

 

 

49,974

10

4,591

13,152

 

 

315,091

 

 

22,872

8,080

68,687

1,265

 

 

－

－

－

－

 

 

188,544

 

 

－

－

10,153

－

 

 

40,047

－

－

－

 

 

－

 

 

18,372

7,395

111,248

－

 

 

－

2

4,867

15,919

 

 

141,387

 

 

－

－

1,672

1,262

 

 

40,047

2

4,867

15,919

 

 

329,931

 

 

18,372

7,395

123,073

1,262

負債（△）

デリバティブ取引

　金利取引

　為替取引

　商品取引

　その他

 

 

－

－

△3,875

－

 

 

△602

△8,762

△50,135

－

 

 

－

－

△541

△445

 

 

△602

△8,762

△54,551

△445

 

 

－

－

△4,458

－

 

 

△2,270

△6,288

△98,412

－

 

 

－

－

△1,484

△530

 

 

△2,270

△6,288

△104,354

△530

 

レベル１に区分されているその他の投資は、主に活発な市場のある資本性証券であり、デリバティブ取引は商品に

係るデリバティブ取引であります。これらは活発な市場における無調整の相場価格によって評価しております。

レベル２に区分されている営業債権及び貸付金は将来の市場価格で決済される営業債権であります。デリバティブ

取引は主に金利スワップ、為替予約及び商品に係るデリバティブ取引であります。これらはレベル１には属さない、

活発ではない市場における同一資産の相場価格、あるいは活発な市場における類似資産又は類似負債に基づき評価さ

れ、商品取引所の相場価格、外国為替相場及び金利等の観察可能なインプットを使用して、主にマーケットアプロー

チで評価しております。

レベル３に区分されたその他の投資は主に活発な市場のない資本性証券であり、デリバティブ取引は主に商品に係

るデリバティブ取引であります。これらは、活発な市場における類似資産又は類似負債がない、または極端な流動性

の低下等により相場価格が歪められている等の理由で観察可能なインプットが使用できないため、合理的に入手可能

なインプットや多くの市場参加者が合理的だとして採用しているインプット等によって、主にインカムアプローチで

評価しております。
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経常的に公正価値で評価される資産及び負債のうち、レベル３に区分された投資の公正価値の測定に関する重要な

観察不能なインプットは割引率であります。公正価値は割引率の上昇（低下）により減少（増加）することとなりま

す。前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末において、当社及び連結子会社が公正価値の測定に使用して

いる割引率はそれぞれ、7.0％から11.6％及び8.0％から11.6％となっております。

 

当社及び連結子会社は、これらの資産及び負債のレベル間振替を各四半期連結会計期間末に認識することとしてお

ります。

 

なお、前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間において、レベル１とレベル２の間の振替はあり

ません。

 

前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間において、当社及び連結子会社が経常的に公正価値で測

定しているレベル３の資産及び負債の増減は次の通りであります。

 

　前第２四半期連結累計期間

 

 

純損益を通じて公正価値測定された
非デリバティブ金融資産

その他の包
括利益を通
じて公正価
値測定され
た非デリバ
ティブ金融

資産

デリバティブ取引

営業債権
及び貸付金
（百万円）

その他の
投資

（百万円）

その他の
金融資産
（百万円）

その他の
投資

（百万円）

商品取引
（百万円）

その他
（百万円）

期首残高

（資産／負債（△））
11,543 2,832 12,882 143,691 658 0

純損益

その他の包括利益

購入

売却／償還

決済

振替

連結範囲の異動による影響

レベル３へ（から）の振替

その他

△321

－

－

－

－

－

－

－

51

1,155

－

77

△1,250

－

2,555

－

－

28

2,391

－

37

△3,176

－

－

－

－

50

－

2,053

293

△2,305

－

△427

－

－

1,206

1,238

－

－

－

△1,793

9

－

－

△4

△328

－

－

－

－

－

－

－

△4

前第２四半期連結会計期間末残高

（資産／負債（△））
11,273 5,397 12,184 144,511 108 △332

前第２四半期連結会計期間末に保有する

資産及び負債に係る前第２四半期連結累

計期間の損益

△321 1,201 2,391 － 44 △328
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　当第２四半期連結累計期間

 

 

純損益を通じて公正価値測定された
非デリバティブ金融資産

その他の包
括利益を通
じて公正価
値測定され
た非デリバ
ティブ金融

資産

デリバティブ取引

営業債権
及び貸付金
（百万円）

その他の
投資

（百万円）

その他の
金融資産
（百万円）

その他の
投資

（百万円）

商品取引
（百万円）

その他
（百万円）

期首残高

（資産／負債（△））
－ 4,601 13,152 140,861 929 820

純損益

その他の包括利益

購入

売却／償還

決済

振替

連結範囲の異動による影響

レベル３へ（から）の振替

その他

－

－

－

－

－

－

－

－

－

354

－

533

△668

－

－

－

－

49

4,338

－

－

△2,533

－

－

－

－

962

－

12,095

1,433

△7,130

－

△10,543

－

－

4,671

2,242

－

－

－

△1,848

△1,163

－

－

28

△57

－

－

－

－

－

－

－

△31

当第２四半期連結会計期間末残高

（資産／負債（△））
－ 4,869 15,919 141,387 188 732

当第２四半期連結会計期間末に保有する

資産及び負債に係る当第２四半期連結累

計期間の損益

－ 238 4,338 － 0 △57

要約四半期連結包括利益計算書上、上記の資産及び負債に係る損益について、営業債権及び貸付金に係る損益は

「その他の損益」に、その他の投資に係る損益は「有価証券損益」に、その他の金融資産に係る損益は「サービスに

係る手数料等」に、デリバティブ取引に係る損益は主に「商品の販売等に係る原価」又は「その他の損益」に含まれ

ております。

また、上記のその他は主に要約四半期連結包括利益計算書上の「在外営業活動体の換算差額」であります。

 

レベル３に区分されている資産、負債については当社で定めた公正価値測定の評価方針及び手続きに従い、担当部

署が、対象資産、負債の評価方法を決定し、公正価値を測定しております。また、必要に応じて適切な第三者評価機

関から鑑定評価等を入手しております。公正価値測定の結果は、担当部署から独立したコーポレートスタッフグルー

プがレビューしております。

 

　レベル３に区分されている資産のうち、「その他の包括利益を通じて公正価値測定されたその他の投資」の評価に

使用されているインプットを代替的な仮定に変更した場合、前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末にお

いては、著しい公正価値の変動はありません。
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12　約定及び偶発負債

　当社グループは、全世界的な規模で営業活動を行っており、日本及びそれ以外の地域の諸監督機関の指導監督の下

に活動しております。この様な営業活動は、リスクを伴うこともあり、時として提訴されたり、クレーム等を受ける

こともあります。

 

　当社は、2011年３月17日付でインドネシア最高裁判所（以下、最高裁）において当社が勝訴した訴訟（以下、旧訴

訟※）と同一の請求内容である、損害賠償請求等を求める南ジャカルタ訴訟及びグヌンスギ訴訟（併せて以下、現訴

訟）について、第一審及び第二審での一部敗訴を受け最高裁に上告しておりましたが、南ジャカルタ訴訟については

2017年５月17日に、グヌンスギ訴訟については2017年９月14日に、それぞれ最高裁判決を受領しました。

※当社がインドネシアの企業グループであるSugar Groupに属するPT. Indolampung Perkasa及びPT. Sweet

Indolampungに対して債権を保有し、支払の督促を行っていたところ、当該債務者２社を含むSugar Group企業

（PT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及

びPT. Garuda Pancaarta）が債権者である当社を被告に含めて当社債権・担保の無効確認及び損害賠償の請求を

行ったもの。

 

南ジャカルタ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下の通りです。

南ジャカルタ訴訟：

　被告６名のうち当社及び丸紅欧州会社を含む被告４名が連帯して原告５社（インドネシアの企業グループである

Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT.

Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta）に対して合計２億５千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命

じるもの。

 

グヌンスギ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下の通りです。

グヌンスギ訴訟：

　被告７名のうち当社を含む被告５名が連帯して原告４社（インドネシアの企業グループであるSugar Groupに属す

る企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram及びPT. Indolampung

Distillery）に対して合計２億５千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。

 

　現訴訟は、旧訴訟と同一内容の請求に関して、Sugar Groupが再び当社らを提訴したものであり、上記の判決内容

は、Sugar Groupの主張を棄却した旧訴訟での最高裁自身の判決と矛盾するものであると考えられます。そのため、

当社は、インドネシア最高裁判所法に基づき、南ジャカルタ訴訟については2017年10月24日に、またグヌンスギ訴訟

については2018年２月６日に、それぞれ最高裁に対して司法審査（再審理）を申し立てております。このうち、グヌ

ンスギ訴訟について2018年10月８日付で当社の司法審査（再審理）申立を不受理とする旨の記載が、最高裁ホーム

ページ（但し、ホームページ上の情報は同最高裁の公式記録ではない旨の注記あり）に掲示されましたが、当四半期

報告書提出日現在、当社は最高裁からの当該不受理の決定を受領しておらず、また不受理の理由は同最高裁ホーム

ページに掲示されておりません。

 

　当四半期報告書提出日現在においては、現訴訟の最高裁判決が無効になる可能性が高いと判断するこれまでの当社

の立場の変更を要する情報はなく、当第２四半期連結会計期間末現在において、現訴訟に対する訴訟損失引当金は認

識しておりません。

 

 当第２四半期連結会計期間末において、上記の他、海外インフラ案件における損害賠償や債権回収に関する未解決

の訴訟等がありますが、損失処理を行っている一部案件を除き、結果を現時点で予測することは不可能です。なお、

これらに係る詳細な開示は、訴訟等に重要な影響を及ぼす可能性があるため、行わないこととしております。
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13　後発事象

　当第２四半期連結会計期間末の翌日から、2018年11月９日の当四半期報告書提出までの事象及び取引を評価した結

果、該当事項はありません。

 

14　要約四半期連結財務諸表の承認

　2018年11月９日に、要約四半期連結財務諸表は当社代表取締役　社長　國分文也及び代表取締役　最高財務責任

者　矢部延弘により承認されております。

 

２【その他】

①　配当決議

　2018年11月２日開催の取締役会において、利益剰余金の中間配当を決議しております。配当金の総額及び１株当

たりの金額は、「第４ 経理の状況」における「１ 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表に対する注

記６ 配当」に記載の通りであります。

 

②　訴訟

　当社は、2011年３月17日付でインドネシア最高裁判所（以下、最高裁）において当社が勝訴した訴訟と請求内容

が同一であるものの別途提起された南ジャカルタ訴訟及びグヌンスギ訴訟につき、第一審及び第二審での一部敗訴

を受け最高裁に上告しておりましたが、南ジャカルタ訴訟については2017年５月17日に、グヌンスギ訴訟について

は2017年９月14日に、それぞれ当社の上告が棄却されました。これを受けて、当社は、インドネシア最高裁判所法

に基づき、南ジャカルタ訴訟については2017年10月24日に、グヌンスギ訴訟については2018年２月６日に、それぞ

れ最高裁に対して司法審査（再審理）を申し立てておりますが、このうち、グヌンスギ訴訟について2018年10月８

日付で当社の司法審査（再審理）申立を不受理とする旨の記載が、最高裁ホームページ（但し、ホームページ上の

情報は同最高裁の公式記録ではない旨の注記あり）に掲示されました。詳細については、「第４ 経理の状況」に

おける「１ 要約四半期連結財務諸表 要約四半期連結財務諸表に対する注記12 約定及び偶発負債」に記載の通り

であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2018年11月９日

丸 紅 株 式 会 社

代表取締役 社長 國分 文也 殿

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 清　水　伸　幸　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 高　木　健　治　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 小　川　浩　徳　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている丸紅株式会社の
2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2018年７月１日から2018年９月30日
まで）及び第２四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）に係る要約四半期連結財務諸表、すなわ
ち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結
キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務諸表に対する注記について四半期レビューを行った。
 
要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準第
34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から要約四半期連結財務諸表に対
する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務報
告」に準拠して、丸紅株式会社及び連結子会社の2018年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結
会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表
示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

 以　上
 

 ※ １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書

提出会社）が別途保管しております。
　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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